
合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策＜一部公共＞
【令和２年度第３次補正予算額 36,265百万円】

＜対策のポイント＞
木材製品の国際競争力の強化、新たな農林水産物の輸出目標の達成に向けて、加工施設の大規模化・高効率化、他品目への転換や木材製品の高付
加価値化等を支援するとともに、路網の整備・機能強化、高性能林業機械の導入、間伐材生産等を支援します。さらに、非住宅分野等における木材製品の
消費拡大や新技術の実証とともに、輸出先国のニーズに対応した性能検査・実証、販売力強化を担う経営者層の育成などを支援します。
＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（30百万㎥［平成29年］→40百万㎥［令和７年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．木材産業国際競争力強化対策 14,701百万円
①木材産業の輸出促進・体質強化対策

合板・製材・集成材工場等が行う輸出拡大に資する高付加価値化、大規模化・高
効率化（省人化・省力化等コロナ対策に資する施設導入を含む）、他品目転換等を
支援します。
②原木の低コスト供給対策

大径材を含む原木を低コストで安定的に供給するため、路網の整備・機能強化、高
性能林業機械の導入や間伐材生産等を支援します。

２．森林整備事業＜公共＞ 15,800百万円
幹線となる林道の整備と搬出間伐等を実施し、原木を低コストで安定的に供給します。

３．木材製品等の輸出支援対策 等 870百万円
輸出拡大にも資する販売力強化に向けた人材育成や労働安全衛生対策の強化の取

組を支援します。また、輸出先国のニーズ・規格等に対応した製品開発や性能検査・実
証、輸出先国への重点プロモーション活動、きのこ等の生産施設整備等を支援します。
このほか、輸出する木材の合法性確認システム構築のための調査等を実施します。
４．木材製品の消費拡大対策 等 4,894百万円

非住宅分野等の外構部も含めた木造化・木質化等を推進します。伐採・造林作業の
自動化・遠隔操作技術の導入・実証、木質燃料の品質向上に資する施設整備等を支
援します。

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2300）

＜事業の流れ＞
都道府県 木材関連業者等

定額（1/2以内等） 定額（1/2以内等）

※ 国有林においては、直轄で実施
補助又は委託

民間団体等 （３、４の事業の一部）

国 民間団体等 民間団体等 （３、４の事業の一部）
定額（1/2以内等） 定額（1/2以内等）

１､２､３、４の
事業の一部

• JAS構造材の普及・実証
• CLT建築等の実証や
木質建築部材の技術
開発等

• 外構部への木材の
実証的利用の推進

• 伐採・造林作業の自動化・遠隔操作技術
等の導入・実証

• 革新的な森林づくりに向けた異分野技術導
入の促進・実証

• 木質バイオマス燃料品質向上施設の整備等

路網整備

森林整備事業（公共）
• 林業生産基盤整備道等の整備
• 搬出間伐等の実施

間伐材生産
高性能林業機械導入

林業生産基盤整備道
の整備

• 大規模・高効率化や低コスト化、大径材
活用に向けた木材加工流通施設の整備

• 工場間連携や他品目への転換
• 輸出に資する高度加工処理施設の整備

木材産業の輸出促進・体質強化対策

木材加工流通施設整備
製材工場等

再編

原木の低コスト供給対策
• 路網の整備・機能強化、高性能林業機械導入、

間伐材生産等

• 輸出先国のニーズや規格
基準に対応した技術開発
や性能検査・実証

• 輸出先国への重点プロモ
ーション活動等

• 輸出拡大に資するきのこ等
の生産施設整備

• 輸出する木材の合法性確認
システム構築のための調査等

木材製品等の輸出支援対策 等

非住宅建築物等
の木造化

木材製品の消費拡大対策 等

• 輸出拡大に資する販売力強化等の経営者層の育成、労働安全衛生対策の強化

原木の安定供給に
寄与

有機的
に連携

体質強化計画

木材製品等の輸出支援対策 等（林業経営体・林業労働力強化対策）

川上との安定供給に係る協定締結等に取り組む工場等に対して重点的に支援

輸出先国の規格
基準に対応した

性能検査

（３、４の事業の一部事業費を含む）


